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本日、2018年10月24日、 法案が若干の修正を経て、立法議会
における第三回の審議で可決され、11月2日（金曜日）に正式に
法律となる（以下「新法」）予定です。

本アラートは、新法と、新法が過度に制限的であるという特定の
専門機関や事業団体が法案の公開討議や立法過程で表明した
懸念についての議論を要約します。

新法の多くの条項は複雑であるため、内国歳入庁（IRD）は、適時
に公表される新法に関する実務解釈指針に着手しました。

貴社が新法による優遇措置を検討されている場合は、貴社の税
務担当者にご相談下さい。

適格研究開発活動の損金算入の拡大に
関する法案が可決
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新法が過度に制限的だとの懸念
法案の公開討議や立法過程で、いくつかの専門団
体および企業団体が立法議会の法案委員会に、法
案審議のための意見書を提出しました。

そのなかで、企業へのR&D活動の促進をより効果
的にするために、法案の規制の緩和を求めるという
見解がありました。

この見解について、次のように議論されていました：

拡大損金算入の対象となるために、特にR&D活動
が香港域外のグレイターベイエリア（GBA）で実施さ
れている場合、100％香港で実施する必要がない
のではないか。

新法となった法案において、適格R&D支出（すなわ
ち、全てが香港で実施されている「適格R&D活動」
で発生したタイプB支出）のみが、拡大損金算入の
対象となることを明記しています。

特定の種類のR&D活動を行うにあたって必要となる
スキルと専門知識を備えた人材が香港で現在不足
している可能性があるため、企業が自社R&D活動
の一部を香港域外に委託する必要があるとの意見
もあります。このような中、自社R&D活動の一部だ
けが香港域外で行われた場合、当該企業が拡大損
金算入の対象外となることは不公平で、好ましくあり
ません。

当該意見書では、香港域外で発生したR&D支出が
一定割合を超えない場合、当該R&D支出の全額を
損金算入可能とするという提案がされました。

上述と同じように、香港と近隣都市との統合を促進
するという香港政府の政策目標に乗じ、GBAで行わ
れた自社R&D活動に発生したタイプB支出が、
150%という減額された拡大損金算入を認めるべき
だ、との提案もありました。

上述の提案は、進行中のGBAイニシアティブと合わ
せて、香港内でのR&D活動の実施を促進するイン
センティブという政府の政策目的と一致するもので
した。

しかし、政府は、本法案の主要な政策目標が企業
による香港でのR&Dに対する投資や香港のR&D人
材の育成を促進することであるという主旨から、これ
らの提案をすべて却下しました。それらの制限を緩
和し、香港外で実施されたR&D活動も拡大損金算
入の対象となることは、この方針の目的に反するこ
とになります。

政府はまた、国際税務調査の手段が欠如すること
で、IRDが海外のR&D支出を検証することは困難で
あると指摘しました。

新法
新法は、2018年4月1日以降に発生した支出に適
用され、適格研究開発（R&D）に関する適格R&D支
出（すなわち、タイプB支出）は、拡大損金算入の対
象となります：200万香港ドルまでは300%の損金
算入を認め、残りの適格R&D費用についても上限を
設けず、200%の損金算入を認めています。

タイプB支出以外のR&D活動または適格R&D活動
（機械または装置の設備投資を含む）に関するR&D
の支出（総称して以下「タイプA支出」）については、
100％が損金算入の対象となります。

すなわち、タイプA支出に対する税務上の取扱いは
新法により変更されず、引き続き内国歳入法（IRO）
のセクション16Bにおける現行条項に準拠します。

適格R&D活動のための外部委託に関しては、拡大
損金算入の対象となるために、当該支出が「香港の
指定研究機関」に対するものでなければなりません。

自社R&D活動の場合には、当該R&D活動の全てが
納税者によって香港で実施されなければなりません。

「適格R&D活動」、「タイプAおよびタイプB支出」およ
び「香港の指定研究機関」などの定義を含む、新法
の詳細は、本アラートの付録に記載されています。

原法案への一点の微修正
法案委員会による若干の修正（以下、「改正案」）を
除き、法案は、さらなる改正法案を経ず、ほぼ原法
案のまま可決されました。

当該改正案は、納税者の外部委託したR&D活動に
ついて、他の機関に支払ったものに関連します。こ
れにより、ある機関が技術革新委員会の委員（CIT）
により「香港の指定研究機関」として指定された場
合、その指名の6ヶ月前に遡って、当該支払いが
「香港の指定研究機関」への支払いとしてみなされ
ます（かかる遡及的効力は、原法案には含まれてい
ませんでした）。
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コストシェアリング契約（CSA）に基づいて実施され
るR&Dも含めるべきではないか

新法となった本法案では、香港企業がCSAに基づき、
グループ会社によって実施されたR&D活動の費用
を分担することは、当該R&D活動がそのグループ会
社に委託されているとみなされます。外部委託R&D
活動に対する支払いについて、大学や専門学校、
または香港の指定研究機関に支払われた場合にの
み、損金算入の対象となります。

この結果、当該グループ会社が大学や専門学校ま
たは香港の指定研究機関ではない場合、当該支払
いはIROのセクション16Bに基づく通常または拡大
損金算入の対象外となります。

CSAに基づくグループ内でのR&D活動が重要かつ
一般的だということで、これらの意見書には、実際に
R&D活動を行っている団体が「香港の指定研究機
関」または大学や専門学校を問わず、CSAに基づい
て発生したR&D費用が通常または拡大損金算入の
対象と認めるべきだ、との提案がありました。

しかし、政府はCSAに基づく支払いについての上記
の提案を受け入れませんでした。この結果、実際に
共同R&D活動を行っているグループ会社が「香港の
指定研究機関」である場合を除き、新法ではCSAに
より実施されるR&D活動を対象としません。

立法過程で新法における一定の規
定を明確化
CSAに関連する一定の支出は、自社R&D支出とし
てみなされる

外部委託のR&D活動に対するCSA支払に加え、香
港企業は、自社利益のための共同R&D活動につい
て、自己費用を以て別途に負担するかもしれません。
政府は、当該支出が納税者の自社R&D支出とみな
されるため、一般的には通常または拡大損金算入
の対象となることを明らかにしました。

R&Dから生じた知的財産権の按分所有の要件

新法は、R&D活動のために発生した納税者の支払
いまたは支出に対し、IROのセクション16Bに基づき
損金算入を受ける前に、当該納税者がR&D活動か
ら得た知的財産権（IPR）を「完全に」享受することを
要件としています。

それにもかかわらず、新法はさらに、 IPRに対する
権利が「共有」の権利を含んでいることを規定してい
ます。

したがって、CSAに基づくグループ内の共同R&D活
動から得たIPRについて、CSAを締結している香港
の納税者に対し、部分的にのみ配分される場合、新
法におけるこれらの二つの規定がどのように適用さ
れるかは不明瞭でした。

この点、政府は、納税者が推定上、他のCSA締結
者と共同所有している、共同R&D活動の結果として
得たIPRs（100％完全所有ではない）についての支
払または支出が損金に算入されると確認しました。
ただし、損金算入に関するその他の条件も満たさな
ければなりません。

グループ会社が「香港の指定研究機関」となり得る
か、という点が明確にされていない

CSAに基づいて、グループ会社のために香港で共
同R&D活動のみを実施する香港企業が、「香港の
指定研究機関」の資格を取得できるかどうかは不明
です。

政府は、当該指定資格を取得するためには、関連
する技術分野におけるR&D活動を実施する能力、
資格、経験、適格性を有していなければならないと
いう回答を示しました。関連する業界、専門分野お
よび学術界のメンバーからなる専門委員会が組織
され、企業が必要な要件を満たすかどうかを評価す
るためのアプローチについてアドバイスします。
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何が「適格R&D活動」としてみなされるかが課題

政府は、さまざまな業界においての「適格R&D活
動」の例示をするという要請に応じていないものの、
すべての関連事実を考慮しなければならないと述
べました。

政府は、R&Dプロジェクトの開始時における知識と
技術の状態、科学的または技術的な不確実性など
の重要な観点を検討したと示唆しました。R&Dプロ
ジェクトが科学的または技術的不確実性の解決に
より、科学技術の進歩を達成することにつながる場
合、それは「適格R&D活動」とみなされることになり
ます。

納税者は事前照会によって、より確実にすることが
できます。IRDはまた、新法の適用や実施に関する
実務解釈方針を適時に発行する予定です。

評論
香港企業が、グループ会社のために香港での共同
R&D活動の実施を専念することで、「香港の指定研
究機関」としてみなされるかどうかは、現在のところ
不明です。

指定資格の取得ができなければ、香港運営会社に
よって実施される共同R&D活動はCSAとして行われ、
当該活動から生じたIPRsの権利は、当該運営会社
により通常の営業活動として開発され、按分により
付与される必要があります。

このような場合には、CSA契約を締結している香港
運営会社が負担した支出は、外部委託としてみなさ
れず、自社R&D支出に該当することになるため、当
該費用の損金算入は、指定資格の有無には依らな
いでしょう。

新法の多くの条項は複雑なため、納税者が必要に
応じて、貴社を担当する税務専門家にご相談下さい。



5Hong Kong Tax Alert

付録

下表は、新法における主要な特徴をまとめたものです。

「R&D活動」は、以下の通り定義されています

a. 知識の拡張のための自然科学または応用科学の分野における活動

b. 実現可能性調査、または市場、事業、経済調査を目的とした体系的、調査的または実験的活動

c. 新たな科学的、技術的な知識と理解を獲得するための、初期かつ計画された調査

d. 商業的製造または使用前の、研究の成果またはその他の知識を、新規または改良された原材料、装置、製品、
工程、システム又はサービスの生成または導入のための計画またはデザイン

「適格R&D活動」は、上記（a）、（c）または（d）に記載された「R&D活動」は、全体が香港で実施されている場合にのみ
対象となります。

「香港の指定研究機関」とは、（a）香港の大学や専門学校；または、（b）技術革新委員会の委員が「香港の指定研究
機関」として指定した、香港で適格R&D活動を行うその他の研究機関を指します。

「R&D機関」とは、（i）香港の指定研究機関；（ii）香港の指定研究機関以外の大学や専門学校のことを指します。

「タイプB支出」は、以下に関連する適格R&D活動におけるR&D費用として定義されています

I. R&D活動の外部委託のために、「香港の指定研究機関」へ支払った支出

II. 適格R&D活動に直接かつ積極的に従事する従業員（取締役を除く）に対する支出

III. 適格R&D活動に直接使用される消耗品に対する支出

「タイプA支出」は、R&D活動またはタイプB支出以外の適格R&D活動におけるR&D費用を意味すると定義されていま
す。

支出 支出タイプ

「R&D活動」

「適格R&D活動」
（全体が香港で実
施されている場合）

自社 人件費と消耗品 タイプB支出

その他のR&D費用（設備や機械の
設備投資を含む）

タイプA支出

外部委託 「香港の指定研究機関」が実施した
場合

タイプB支出

その他「R&D活動」
（香港域外で実施さ
れている場合）

自社 R&D費用（設備や機械の設備投資
を含む）

タイプA支出

外部委託 「R&D機関」が実施した場合 タイプA支出
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